
ア　提出書類（毎年度必須のもの）

　下記１～４の書類をもれなく提出してください。

No

1 令和８年度社会福祉法人指導監査の事前提出書類一覧（本ファイル）※

2 社会福祉法人指導監査調書 ※

3 固定資産管理台帳（令和７年度分）

4 令和８年度資金収支予算書

※ No.1及びNo.2は、下記の佐倉市ホームページからダウンロード可能です。

https://www.city.sakura.lg.jp/soshikikarasagasu/shakaifukushika/229/3670.html

　（どちらもExcel形式のまま入力の上、ご提出ください）

イ　改正・新規策定を行った分のみ提出が必要なもの

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

該当なし

該当なし

該当なし

○

○

該当なし

該当なし

育児休業に関する規程

介護休業に関する規程

役員・評議員等の報酬（退職手当む）、費用弁償等
に関する規程

評議員選任・解任委員会に関する規程

定款施行細則

経理規程

経理規程細則

就業規則

給与規程

平成30年4月1日

平成30年4月1日

令和2年2月1日

令和2年2月1日

制定の
有無

有

有

有

無

有

有

有

有

有

有

令和2年2月1日

令和5年7月1日

-

令和8年4月1日

令和8年4月1日

○

　佐倉市では、指導監査の事前資料として、毎年度、法人が策定している規程類を提出して
いただいております。
　下記の１～１０の書類について、前回提出以降に「改正」又は「新規策定」した規程が
あれば、提出してください。

提出状況

該当なし

○

○

令和2年2月1日

直近の改正(制定)日提出書類名

定款

該当なし

該当なし

社会福祉法人指導監査の事前提出書類一覧

佐倉

提出状況

○

提出書類名

担当者〇〇〇会法人名 提出日 令和8年7月7日

　社会福祉法人指導監査の事前資料として、下記の書類を佐倉市福祉部社会福祉課・管理班へ提出
してください。
　なお、提出書類には「ア毎年度必須のもの」「イ改正・新規策定を行った分のみ提出が必要なも
の」の２つがありますので、ご留意ください。

【記入例】


